
 

 

発議第２号 

 

 

   開成町議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて 

 

 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第 112 条及び開成町議会会議規則第 13 条

第２項の規定により提出します。 

 

 

 

 

 

令和５年９月７日提出 

 

 

          提出者 開成町議会議員  

 

 

          賛成者    〃 

 

 

          賛成者    〃 

 

 

          賛成者    〃 

 

 

 

提案理由 

  開成町課設置条例の一部を改正する条例の制定に伴い、常任委員会の所管名を変

更する必要が生じたため、開成町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定を提

案します。 

 


